
教育指導課

いじめの防止の取組



目黒区いじめ防止対策推進条例



いじめ総合対策【第２次】一部改訂
令和３年２月東京都教育委員会

いじめの類型



目黒区のいじめの認知件数

＜令和元年4月1日～令和２年３月3１日までの状況＞

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計    

小

学

校 

令和元年度  

法令上のいじめ １２７ １５９ １１７ １１６ １６１ １２８ ８０８ 
   

 
社会通念上の 
いじめ 

１ ７ ６ １６ １２ １５ ５７    

平成３０年度 

法令上のいじめ ２３１ １９１ １６３ ２０４ １８３ １３７ １１０９ 
   

 
社会通念上の 
いじめ 

１ ６ ７ ９ ９ １８  ５０    

 平成２９年度 

法令上のいじめ  
   

 
社会通念上の 
いじめ 

０ ４ ７ ２ １１ １１  ３５    

中

学

校 

令和元年度 

法令上のいじめ ５７ ５１ ３４ 
 

１４２ 
   

 社会通念上の 
いじめ 

６ ０ ５ １１    

平成３０年度 

法令上のいじめ １２８  ８２  ５５ 

 

２６５ 
   

 社会通念上の 

い じ め 
７ １０ １ １８ 

   

平成２９年度 

法令上のいじめ  

 

 
   

 社会通念上の 
いじめ 

３ ３ １ ７ 
   

 



●教育指導課へのいじめに関する報告

●定期的なアンケートの実施

●いじめに関する通報及び相談体制の周知

●スクールカウンセラーによる相談体制の整備

●スクールソーシャルワーカーの派遣

●教員研修冊子「目黒区立学校・園 いじめ問題対策」の

活用による各校におけるいじめ問題対策の研修の充実

●STOP！いじめ 私の行動宣言の

作成・掲示

●いじめ防止啓発ポスターの作成・掲示

●よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート

（ｈｙｐｅｒ－ＱＵ）

いじめ防止の取組



●中学校区毎に開催

（１１月～１２月）

いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議
テーマ「いじめのない学校をめざして」

●いじめ防止についての
意見交換

いじめ防止の取組



教育指導課

いじめ防止の取組についての説明は、以上
です。ご視聴ありがとうございました。



不登校児童・生徒への取組

教育支援課



当該年度の４月１日から３月３１日まで
に、３０日以上欠席した児童・生徒で、何
らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは
社会的要因・背景により、児童・生徒が登
校しない、あるいはしたくともできない状
況にある者（ただし、心身の疾病やけが等
を除く）をいう。

文部科学省初等中等教育局児童生徒課 （平成３１年３月２９日）
「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調
査」より

調査上の「不登校」とは



年度 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

小学校

令和元年度
０
(0)

４
(１)

９
(２)

７
(２)

２０
(７)

22
(９)

６２
(２１)

平成３０年度 ２ ３ ５ １１ １１ ２２ ５４

平成２９年度 １ ４ １０ ４ １１ ９ ３９

中学校

令和元年度
２８
(５)

３４
(19)

３１
(15)

９３
(39)

平成３０年度 ２２ １９ ２６ ６７

平成２９年度 ９ ２２ ２４ ５５

(  )内は前年度から継続して不登校であった児童・生徒数

( 単位：人 )

令和元年度 目黒区立小・中学校 不登校の状況

（令和元年4月1日～令和２年３月3１日までの

不登校児童生徒及び学年別内訳）



不登校の要因

学
校
に
係
る
状
況

いじめ

いじめを除く友人関係をめぐる問題

教職員との関係をめぐる問題

学業の不振

進路にかかる不安

クラブ活動、部活動等への不適応

学校のきまり等をめぐる問題

入学、転編入学、進級時の不適応

家
庭
に
係
る
状
況

家庭の生活環境の急激な変化

親子関係をめぐる問題

家庭内の不和

文部科学省初等中等教育局児童生徒課
「児童生徒の問題行動・不登校等生徒
指導上の諸課題に関する調査」より

学校に係る状況、家庭に係る状況のいずれ

にも該当しない

主
た
る
要
因

学校における人間関係

あそび・非行

無気力

不安

その他（上記傾向が見えず、理由がはっきりしない）



不登校に対するめぐろ学校サポートセンターの取組

めぐろ
エミール

メンタル
フレンド

教育相談

ｅ-
ラーニング

スクール
カウンセ
ラー

スクール
ソーシャル
ワーカー



ｅラーニングシステムによる学習支援

第九中学校でモデル実施
平成２９年７月～ １５０名が利用

平成２９年度

年度 平成２８年度 平成２９年度

出現率（％） ３．９ ３．４

平成３０年度

目黒区立中学校全校で実施

＜教材＞
●小学校
１年～２年：国語、算数
３年～６年：国語、算数、

社会、理科
●中学校
1年～３年
国語、数学、英語、社会、理
科、保健体育、技術・家庭、
音楽、美術減少

令和２年度

目黒区立小・中学校全児童・生徒に
ＩＤとパスワードを発行



教育支援課

不登校児童・生徒への取組についての説明は、
以上です。ご視聴ありがとうございました。



特別支援教育の推進
・目黒区特別支援教育推進計画（第四次）
に基づく取組

教育支援課



方向Ⅰ 障害のある子もない子も共にいきいきと
学ぶ環境の整備

合理的配慮の提供に関する基本的な知識、提供プロセス及び
目黒区立学校・園での代表的事例を教員にわかりやすく紹介

３

学
校
・
園
に
お
け
る

合
理
的
配
慮
の
提
供
促
進



方向Ⅱ 一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・
支援の充実

１７ 大学との連携による自立活動の

指導の充実

●横浜国立大学教育学部との協定締結に向けた準備

（区立特別支援学級）

特別支援学級（自閉症・情緒障害）の特長
である「自立活動」に係る指導・助言



教育支援課

特別支援教育の推進についての説明は、以上
です。ご視聴ありがとうございました。



学校施設の計画的な更新
~目黒区学校施設更新計画の策定について~

学校施設計画課



計画策定の背景

 全国的に公共施設が老朽化

 区有施設の４０％以上が学校

現在、３１校中２６校が築後５０年を経過している。

 学校は、地域コミュニティの拠点

 非常時には、地域避難所としての役割

 施設を健全に維持していくために、計画的・効率的な更新が必要



学校施設の実態

２－１ 区有施設の保有状況

区有施設の延床面積は
約54.4万㎡（平成31年3月末現在）
そのうち、学校施設は約4割
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学校を中心とした整備

２－２ 学校施設の整備・保有状況

区有施設の建築年度ごとの延床面積



学校施設の目指すべき姿

（１）教育活動をより充実させるための学校施設

（２）すべての利用者にとって安全・安心な学校施設

（３）地域コミュニティの拠点としての学校施設

施設整備の基本的な考え方

 目標耐用年数 ８０年程度

 施設整備の基本方針

（１）改築を原則とする。

（２）改築工事は、学校単位とする。

（３）改築までの修繕は、必要性を慎重に検討

 周辺施設との複合化・多機能化



更新の進め方

【ハード面】

構造体耐久性調査

【ソフト面】
教育の環境など

フロー④ その他考慮すべき事項

フロー① コンクリートの圧縮強度

フロー② 鉄筋腐食状況

フロー③ 築年数

【地区毎の更新順位】

更新順位の考え方

中央 南部 西部北部 東部



更新進め方

北部地区 東部地区 中央地区 南部地区 西部地区

駒場小学校 田道小学校 鷹番小学校 向原小学校 大岡山小学校

東山中学校 不動小学校 油面小学校 原町小学校 第十中学校

第一中学校 中目黒小学校 上目黒小学校 月光原小学校 東根小学校

菅刈小学校 大鳥中学校 五本木小学校 八雲小学校

烏森小学校 中根小学校

順位

高

低

★今後の状況の変化によって、適宜、見直していくことが必要。

※中学校の統合、下目黒小学校（区民センター）は別途検討



更新の進め方

更新スケジュール

〇築８０年程度で更新

〇財政負担の平準化

〇毎年１校づつ着手

〇同時に４校の工事



第1期の取組
※計画全体を３０年とし、直近１０年を第１期と位置付け



学校施設の計画的な更新についての説明は、以上で
す。ご視聴ありがとうございました。



区立中学校の統合

学校統合推進課

~望ましい規模の区立中学校の実現を目指して~



望ましい学校規模①

学習活動や部活動の展開に制約

学習集団の固
定化

部活動の縮小

人間関係の固定化

集団活動を通
した人間関係
の広がりが十
分とはいえな
くなってしま
う

充実した学習･指
導に制約

校務負担の増加

小規模化による影響 適正規模の効果

 多くの生徒や教員との、豊

かで多様な人間関係の中で、

他人を思いやる心や自己の

考えを実現できる能力をは

ぐくみ、「生きる力」を身

につけられる。

 同一教科での複数教員の確

保等により、学習・指導体

制の充実が図れる。

学校の規模は、教育活動や生徒の学校生活に大きく影響する。

⇒充実した教育環境の確保に向けて、区立中学校の適正規模を実
現していく必要がある。

教職員の少数化



望ましい学校規模②

第十一中 第九中

第七中

第十中

第一中

第八中

目黒中央中

大鳥中

東山中

統合方針「望ましい規模の区立中学校の実現を目指して」
（平成15年9月策定、平成24年3月改定）

望ましい学校規模

想定される学校数

・学級数で11学級以上
・生徒数で300人を超える生徒数

（１８学級を上限）

・区内で7校程度（現在9校）

<これまでの統合の取組>

平成18年4月開校 目黒中央中学校
（第二・第五・第六中学校の統合）

平成27年4月開校 大鳥中学校

（第三・第四中学校の統合）



南部・西部地区の区立中学校の統合の取組

 南部・西部地区の区立中学校の適正規模の実現に向けて、第七・第八・第
九・第十一中学校の４校を２校程度に統合する検討を行っている。

 新型コロナウイルス感染症による学校教育の様々な変化への対応等新たな
課題を踏まえながら、具体的な統合実施策をまとめ、統合方針を改定する
よう検討を進めている。

令和３年度 統合方針改定（具体的な統合実施策の策定）

⇒統合方針改定後、協議組織（学校関係者、保護者、地域の方々等）を
設置して、統合新校の学校づくりの基本的事項を協議

 統合方針改定に向けた進め方（基本的な考え方やスケジュール等）が
決まりましたら、区ホームページや「学校統合推進課だより（南部・
西部 地区版）」などによりお知らせしてまいります。



区立中学校の統合の説明は、以上です。ご視聴あり
がとうございました。


